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【 表 題 】「 日 中 の 通 信 市 場 に お け る 競 争 政 策 に 関 す る 一 考 察  ～ 日 中 の 移 動 体 通 信

市 場 の 現 状 と そ の 法 制 的 な 課 題 ～ 」  
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【 要 旨 】  

近 年 、 通 信 分 野 で は 、 技 術 発 展 が 著 し く 、 市 場 に お け る 事 業 者 間 の 競 争 も 熾 烈 を

極 め て い る 。 一 方 で 、 こ れ ら の 分 野 は 、 設 備 敷 設 に 、 莫 大 な コ ス ト が か か る た め 、

巨 大 な 事 業 者 を 除 き 、 市 場 に 参 入 す る こ と が 難 し く 、 公 平 な 競 争 が 阻 害 さ れ る 可 能

性 が あ る 。  

そ こ で 、 こ の よ う な 情 報 通 信 分 野 の 状 況 に つ い て 、 日 本 政 府 で は 、 各 市 場 に お け

る 市 場 支 配 力 の 在 り 方 に つ い て 分 析 す る こ と を 通 じ て 、 競 争 状 況 を 的 確 に 把 握 し 、

多 様 な 政 策 立 案 を 行 っ て お り 、 「 通 信 と 放 送 の 融 合 」 を 踏 ま え 、 関 連 法 制 が 根 本 的

に 見 直 さ れ よ う と し て い る 。  

一 方 、同 分 野 が 急 速 に 発 展 中 で あ る 中 国 で は 、2008 年 に 国 策 的 に 通 信 事 業 者 の 再

編 成 が 行 わ れ て お り 、 ま た 、 最 近 、 経 済 法 制 が 整 備 さ れ る 等 競 争 政 策 の 観 点 か ら 、

市 場 評 価 の 在 り 方 に つ い て 検 討 が 進 め ら れ つ つ あ る 。  

本 研 究 で は 、 上 記 の よ う な 日 中 両 国 の 状 況 を 踏 ま え 、 通 信 市 場 が 大 き く 変 化 す る

中 で 、 競 争 政 策 が ど う あ る べ き か に つ い て 、 移 動 体 通 信 市 場 を 例 と し て 、 法 制 的 な

観 点 も 踏 ま え て 検 討 を 行 う 。  

 

【 ABSTRACT】  

In recent years, Telecommunications services developed rapidly all 

over the w orld. How ever, it c osts a gre at amount of money t o lay such  infrastr uctures.  

So, except for some huge enterprises already holding infrastructures, it is 

difficult for many companies to newly participate in the market. As a result, fair  

competition in the market may be obstructed.  

In this regard, Japanese Government has conducted the Competition 

Review in the Telecommunications Business Field in order to grasp the trend of the 

telecommunications markets accurately and to  reflect t o the gov ernment p olicies.  

And ICT l egislation, under the conve rgence of  telecomm unications and bro adcasting  

will change soon.  

In turn, Information and Communication Technologies are rapidly 

evolving in China and the C hinese go vernment restructured the P roviders in 2008. 

Recently, China has  establis hed the ec onomy law and is try ing to int roduce a m arket 

evaluation method. This  paper,  on  the  basis  of  changes  in Japan and China, 

examines the challenges  that  the  competition  faces  in  the mobile 

telecommunication business from the viewpoint of law. 

 

【  キ ー ワ ー ド  】  情 報 通 信 、 移 動 体 通 信 、 競 争 政 策 、 中 国 、 競 争 評 価  

 
   元  総 務 省 総 合 通 信 基 盤 局 事 業 政 策 課 課 長 補 佐（ 現 内 閣 官 房 内 閣 広 報 室 総 括 補 佐 ） 
   元  中 国 電 信 集 団 公 司 （ 現 キ ヤ ノ ン I T ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 ）  



 2

１  問 題 の 所 在  

近 年 、 世 界 的 に 情 報 通 信 技 術 が 急 速 に 発 展 し て お り 、 イ ン タ ー ネ ッ ト や 携 帯 電 話

の 普 及 に よ っ て 、 人 々 は 、 い つ で も 、 ど こ で も 情 報 の や り 取 り が で き る よ う に な り

つ つ あ る （ ユ ビ キ タ ス 化 ）。  

そ の よ う な 情 報 通 信 技 術 の 発 展 の 中 で 、 情 報 通 信 市 場 に お け る 事 業 者 間 の 競 争 は

熾 烈 に な っ て い る が 、 こ れ ら の 分 野 は 、 設 備 敷 設 に 、 莫 大 な コ ス ト が か か る た め 、

巨 大 な 事 業 者 を 除 き 、 新 規 事 業 者 が 市 場 に 参 入 す る こ と が 困 難 で あ る 。  

そ の た め 、 同 市 場 に お い て は 、 巨 大 な 独 占 的 事 業 者 に よ っ て 市 場 支 配 力 が 行 使 さ

れ る た め 、 事 業 者 間 の 公 平 な 競 争 が 阻 害 さ れ る と と も に 、 サ ー ビ ス の 料 金 も 釣 り 上

が ら れ 、 利 用 者 に 対 し て 不 利 益 を 与 え る 可 能 性 が あ る と さ れ る 。  

そ こ で 、 こ の よ う な 情 報 通 信 分 野 の 状 況 に つ い て 、 日 本 政 府 で は 、 各 市 場 に お け

る 市 場 支 配 力 の 在 り 方 に つ い て 分 析 す る こ と を 通 じ て 、 競 争 状 況 を 的 確 に 把 握 し 、

多 様 な 政 策 立 案 を 行 っ て お り 、現 在 、「 通 信 と 放 送 の 融 合 」を 踏 ま え 、関 連 法 制 が 根

本 的 に 見 直 さ れ よ う と し て い る 。  

一 方 、同 分 野 に お い て 、世 界 で 最 も 急 速 に 発 展 中 で あ る 中 国 で は 、2008 年 に 監 督

行 政 機 関 の 再 編 が 行 わ れ 、同 時 に 国 策 的 に 通 信 事 業 者 の 再 編 成 が 行 わ れ た 。そ し て 、

競 争 環 境 を 整 え る た め 、 経 済 法 制 等 の ル ー ル の 統 一 性 ・ 透 明 性 が 重 視 さ れ る よ う に

な っ て き て お り 、 そ の 中 で 、 市 場 評 価 の 在 り 方 や 競 争 政 策 的 な 政 策 に つ い て も 検 討

が 進 め ら れ て い る 。  

と こ ろ で 、世 界 的 に 通 信 分 野 で 最 も 成 長 が 著 し い の は 、移 動 体 通 信 市 場 で あ る が 、

い わ ゆ る「 モ バ イ ル・ユ ビ キ タ ス 」の 進 化 の プ ロ セ ス を 振 り 返 る と 、90 年 代 の ネ ッ

ト 革 命・デ ジ タ ル 化 の 時 代 を 経 て 、2000 年 代 に は 、移 動 体 通 信 が 固 定 電 話 の 契 約 数

を 上 回 る よ う に な り 、 こ の 「 モ バ イ ル 化 」 が 革 命 的 に 進 ん だ 。 こ の た め 、 通 信 サ ー

ビ ス は 、 移 動 体 通 信 に よ っ て 、 い つ で も 、 ど こ で も 、 誰 で も ネ ッ ト に 接 続 す る こ と

が 可 能 な 手 段 と な り つ つ あ る 。  

本 稿 で は 、 上 記 の よ う な 日 中 両 国 の 状 況 を 踏 ま え 、 情 報 通 信 市 場 が 大 き く 変 化 す

る 中 で 、競 争 政 策 が ど う あ る べ き か 、最 も 成 長 が 著 し い 移 動 体 通 信（ 携 帯 電 話 +PHS）

市 場 を 主 な 対 象 と し て 、 法 制 的 な 観 点 も 踏 ま え て 検 討 を 行 う 。  

な お 、 本 稿 で 述 べ ら れ た 意 見 は 、 筆 者 達 の 私 見 で あ る こ と を お 断 り し て お く 。  

 

２  日 本 の 移 動 体 通 信 市 場 の 現 状  

日 本 で は 、 2000 年 に 携 帯 電 話 の 契 約 数 が 固 定 電 話 の 契 約 数 を 上 回 り （ モ バ イ ル

化 ・ 図 表 １ 参 照 ）、 2008 年 に ブ ロ ー ド バ ン ド サ ー ビ ス の 中 で も 、 よ り 高 度 な サ ー ビ

ス を 求 め て ADSL か ら FTTH へ と 契 約 を 切 り 替 え る 動 き が 増 加 し た こ と を 受 け 、 FTTH

契 約 数 が ADSL 契 約 数 を 上 回 り（ FTTH 化・図 表 ２ 参 照 ）、FTTH 化 に 伴 い 、固 定 電 話 の

0ABJ-IP 電 話 へ の 切 り 替 え が 進 み（ IP 化 ）、FTTH を ベ ー ス に し た NGN サ ー ビ ス が NTT

グ ル ー プ に よ っ て 開 始 さ れ る （ NGN 化 ） 等 急 激 な 市 場 の 変 化 が 起 き た 。 こ れ ら は 、
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コ ン テ ン ツ・ア プ リ ケ ー シ ョ ン サ ー ビ ス の 拡 大 、I P 電 話 の 普 及 に 伴 う 距 離 や 時 間 に

基 づ く 音 声 サ ー ビ ス の 料 金 体 系 の 崩 壊 等 社 会 に 大 き な 影 響 を 与 え た 。  

こ の 背 景 に は 、1 9 8 5 年 の 電 気 通 信 事 業 法 施 行 と 電 電 公 社 の 民 営 化 に よ っ て 、市 場

に 競 争 原 理 が 導 入 さ れ 、以 降 、接 続 ル ー ル の 制 度 化 、指 定 電 気 通 信 設 備 制 度 の 導 入 、

料 金 規 制 の 緩 和 、 参 入 ・ 退 出 規 制 の 緩 和 等 の 制 度 改 革 が 進 め ら れ 、 競 争 が 促 進 さ れ

て き た こ と が あ る （ 図 表 ３ 参 照 ）。 ま た 、 公 正 取 引 委 員 会 及 び 総 務 省 が 、 2 0 0 1 年 に

公 正 か つ 自 由 な 競 争 を 促 進 す る 観 点 か ら 、「 電 気 通 信 事 業 分 野 に お け る 競 争 の 促 進 に

関 す る 指 針 」 を ま と め 、 独 占 禁 止 法 及 び 電 気 通 信 事 業 法 上 の 手 続 の 統 一 化 ・ 透 明 化

を 図 っ た 点 も 競 争 の 促 進 に 対 し て 影 響 を 与 え た 。  

そ し て 、 総 務 省 は 、 変 化 の 激 し い 電 気 通 信 市 場 の 現 状 を 的 確 に 把 握 し 、 規 制 等 の

政 策 に 反 映 さ せ る た め 、2003 年 度 か ら「 電 気 通 信 事 業 分 野 に お け る 競 争 状 況 の 評 価 」

（ 競 争 評 価 ） を 導 入 し 、 市 場 に 市 場 支 配 力 を 有 す る 事 業 者 が 存 在 す る か 否 か に つ い

て 実 証 的 な 評 価 を 行 っ た 。こ の 結 果 は 、2006 年 の 携 帯 電 話 の 番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ 制

度 の 導 入 に つ な が り 、 利 用 者 に よ る 事 業 者 の 乗 り 換 え を 促 進 し 、 結 果 と し て 、 事 業

者 間 の 料 金 及 び サ ー ビ ス 競 争 を 促 進 さ せ る こ と に つ な が っ た 。  

と こ ろ で 、 現 在 の 日 本 の 主 な 通 信 市 場 の 状 況 は 、 固 定 電 話 （ 加 入 電 話 ） の 契 約 数

が 約 5900 万 、移 動 体 通 信 の 契 約 数 が 約 1 億 1000 万 、ブ ロ ー ド バ ン ド 契 約 数 が 約 3000

万 で あ る 。な お 、本 稿 で 注 目 す る 移 動 体 通 信 市 場 で は 、NTT ド コ モ が 約 ５ 割 、au（ KDDI）

が 約 ３ 割 、ソ フ ト バ ン ク（ モ バ イ ル ）が 約 ２ 割 の シ ェ ア を 持 っ て い る（ 図 表 ４ 参 照 ）。

同 市 場 で は 、 携 帯 端 末 売 切 制 度 の 導 入 や i モ ー ド の 登 場 以 来 、 急 激 な 成 長 を 遂 げ て

た が 、 現 在 は 、 日 本 人 の 大 半 に 携 帯 電 話 を 行 き 渡 り 、 市 場 が 飽 和 状 態 に あ る 。  

 ま た 、 海 外 で は 、 利 用 者 が 携 帯 端 末 や 通 信 事 業 者 を 選 択 で き る 場 合 が 多 い が 、 日

本 で は 、 各 事 業 者 が 垂 直 統 合 さ れ て い る た め 、 そ れ が 難 し い と い う 問 題 が あ る 。 こ

の よ う な 垂 直 統 合 に 対 す る 対 処 政 策 と し て 注 目 さ れ る の が 、 無 線 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク

の 高 速 化 、 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 開 放 、 MVNO（ Mobile Virtual Network Operator： 仮

想 移 動 体 通 信 事 業 者 )の 普 及 促 進 等 に よ り 閉 鎖 的 な 市 場 に 、多 様 な サ ー ビ ス を 提 供 す

る 事 業 者 の 参 入 を 促 進 す る よ う な 政 策 で あ る 。  

 さ ら に 、 総 務 省 の 指 摘 を 受 け 、 携 帯 電 話 端 末 の 販 売 奨 励 金 制 度 を 廃 止 し 、 端 末 の

割 符 販 売 制 度 を 導 入 す る 動 き が 各 通 信 事 業 者 に 広 ま っ た 結 果 、 端 末 の 出 荷 台 数 は 減

少 し た も の の 、 販 売 奨 励 金 の 廃 止 に よ り 通 信 事 業 者 の 収 益 は 一 時 的 に 増 加 し た 。  

 

３  中 国 の 移 動 体 通 信 市 場 の 現 状  

 中 国 で は 、 固 定 電 話 及 び 移 動 体 通 信 の 利 用 者 は 2009 年 ３ 月 ま で に 10 億 人 を 超 え

た 。う ち 、固 定 電 話 利 用 者 は 約 3.4 億 人 、移 動 体 通 信 の 利 用 者 が 約 6.7 億 人 で あ る 。

ま た 、 固 定 電 話 を 止 め て 移 動 体 通 信 に 移 行 す る 動 き も 強 く 、 固 定 電 話 利 用 者 数 が マ

イ ナ ス に な る 一 方 で 、 移 動 体 通 信 の 利 用 者 数 が 飛 躍 的 に 増 加 し て お り 、 移 動 体 通 信

の 人 口 普 及 率 は ５ 割 近 く に な っ て い る 。  
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 市 場 の 詳 細 に つ い て 触 れ る 前 に 、中 国 に お い て ま ず 特 筆 す べ き は 、2008 年 に 政 府

組 織 の 改 革 が 行 わ れ 、 情 報 産 業 部 が 国 防 科 学 技 術 委 員 会 、 国 家 発 展 改 革 委 員 会 工 業

管 理 部 等 と 統 合 さ れ 、 工 業 ・ 情 報 産 業 部 に 再 編 さ れ た こ と で あ る 。  

 こ の 再 編 さ れ た 工 業・情 報 産 業 部 は 、2008 年 ５ 月 に 国 家 発 展 改 革 委 員 会 等 と と も

に 「 通 信 体 制 改 革 の 促 進 に 関 す る 通 告 」 を 発 表 し 、 国 策 と し て 、 大 手 通 信 事 業 者 を

従 来 の ５ 社 か ら 中 国 移 動 、 中 国 電 信 及 び 中 国 聯 通 の ３ 社 に 再 編 し た 。  

注 目 す べ き は 、 こ の 再 編 後 の ３ 社 は 、 固 定 及 び 移 動 体 通 信 の 両 方 の サ ー ビ ス を 提

供 す る こ と と な り 、 両 方 の サ ー ビ ス を 組 み 合 わ せ て （ FMC ： F ix e d  Mo b i l e  

Co n ver ge nc e） 競 争 す る こ と が 可 能 に な っ た こ と で あ る 。 な お 、 再 編 直 後 の シ ェ ア

（ 契 約 者 数： 08 年 ６ 月 末 ）は 中 国 移 動 が 約 ６ 割 、中 国 聯 通 が 約 ２ 割 ５ 分 、中 国 電 信

が 約 １ 割 ５ 分 と な っ た 。  

 さ ら に 、 こ の よ う な 事 業 者 の 再 編 を 受 け て 、 中 国 で 初 め て 第 ３ 世 代 携 帯 電 話 （ 中

国 独 自 の 方 式 で あ る TD－ SCDMA 等 ） が 本 格 化 し つ つ あ り 、 さ ら に 、 日 本 発 の 高 速 無

線 通 信 技 術「 XGP」の 試 験 運 用 、携 帯 向 け コ ン テ ン ツ 開 発 等 に つ い て 協 議 す る「 日 中

モ バ イ ル ブ ロ ー ド バ ン ド 合 作 推 進 会 議 」 の 設 立 等 次 世 代 携 帯 電 話 や コ ン テ ン ツ 等 の

開 発 を 巡 り 、 日 本 と の 技 術 連 携 が 進 み つ つ あ る 。  

 

４  両 国 市 場 の 検 討 課 題  

 日 本 の 移 動 体 通 信 政 策 の 特 徴 は 、MVNO の 新 規 参 入 の 促 進 に よ っ て 、多 様 な 事 業 者

に 市 場 参 入 の 機 会 を 与 え 、 競 争 を 活 発 化 す る こ と に あ る （ オ ー プ ン 型 モ バ イ ル ビ ジ

ネ ス 環 境 ）。  

従 来 、 日 本 の 固 定 通 信 政 策 で は 、 回 線 を バ ン ド ル 化 す る こ と に よ り 、 新 規 事 業 者

を 市 場 に 参 入 さ せ 、 競 争 を 促 進 し 、 料 金 の 低 下 や サ ー ビ ス の 多 様 化 に つ な げ る こ と

に よ り 、 利 用 者 に 大 き な メ リ ッ ト を も た ら し て き た 。  

し か し 、 日 本 に お け る 移 動 体 通 信 市 場 は 飽 和 状 態 に あ る こ と か ら 、 今 後 は 、 NGN

と 連 携 し た 付 加 価 値 サ ー ビ ス を 進 展 さ せ た り 、 新 規 事 業 者 や 法 人 事 業 者 を さ ら に 広

く 開 拓 す る 等 市 場 規 模 拡 大 に は 従 来 以 上 の 努 力 が 必 要 に な る と 思 わ れ 、 従 来 の 固 定

通 信 と 同 様 の 論 理 で 市 場 が 活 性 化 す る か に つ い て は 、今 後 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。 

 ま た 、MVNO の 促 進 は 重 要 な 政 策 で あ る が 、日 本 に お け る 利 用 者 の 全 て が 各 レ イ ヤ

ー ご と に サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 を 細 か く 変 え た い と 思 っ て い る わ け で は な く 、 オ ー プ

ン 化 の 程 度 に つ い て は 十 分 考 慮 す る こ と が 必 要 で あ る 。ま た 、制 度 の 設 計 次 第 で は 、

サ ー ビ ス が 、 携 帯 端 末 と 同 じ よ う に 、 高 度 な 機 能 を 持 つ も の の 、 高 価 な た め に 海 外

で は 競 争 に 勝 て な い と い う 状 況 （ ガ ラ パ ゴ ス 化 ） に 陥 り か ね な い の で 、 国 際 競 争 力

の 観 点 か ら も 検 討 が 必 要 で あ る 。  

 一 方 、 中 国 に つ い て は 、 情 報 通 信 を 担 当 す る 行 政 機 関 の 再 編 が 、 従 来 複 数 の 部 門

で 所 掌 を 分 担 す る た め に 混 乱 し が ち で あ っ た 政 策 判 断 に つ い て 、 統 一 し た 、 ま た 、

透 明 な 政 策 判 断 に つ な が る か 否 か 、 今 後 注 視 し て い く 必 要 が あ る 。  
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 ま た 、 今 回 の 通 信 事 業 者 の 再 編 は 、 昨 年 の 本 学 会 で の 朱 の 発 表 に も あ る よ う に 、

日 本 の よ う な MVNO を 普 及 さ せ る よ り も 、国 策 に よ っ て 直 接 的 に FMC 的 な 競 争 状 態 を

作 り だ し た わ け で あ り 、 そ の 成 果 が 注 目 さ れ る 。  

特 に 、 固 定 電 話 中 心 に サ ー ビ ス を 提 供 し て き た 中 国 電 信 に と っ て は 、 新 た に 移 動

体 通 信 業 務 の 運 営 を 行 う こ と が で き よ う に な り 、 固 定 電 話 と 移 動 体 通 信 を 組 み 合 わ

せ た サ ー ビ ス に よ り 市 場 を 活 性 化 さ せ る 可 能 性 が あ る が 、 一 方 で 、 中 国 移 動 の シ ェ

ア は 、 ６ 割 以 上 を 占 め て い る 。  

こ の よ う な 状 況 に お い て は 、 競 争 が 的 確 に 推 進 さ れ る の か 、 ま た 、 今 後 の MVNO

の 活 用 の 在 り 方 、 海 外 事 業 者 と の 連 携 、 利 用 者 の サ ー ビ ス 利 用 動 向 を 踏 ま え た 競 争

政 策 の 立 案 等 が 課 題 に な る と 思 わ れ る 。  

 な お 、 日 本 に お け る 優 れ た 技 術 を 、 第 ３ 世 代 携 帯 電 話 の 時 代 に 突 入 し た 中 国 の 市

場 で 生 か す た め に は 、 競 争 政 策 的 に ど の よ う な 法 制 度 が 優 れ て い る の か 、 日 中 双 方

が 産 学 官 を 挙 げ て 検 討 す る 必 要 が あ る が 、 こ れ ら の 検 証 は 、 第 ４ 世 代 携 帯 電 話 へ の

対 応 の 在 り 方 に 応 用 す る こ と が 可 能 で あ る と 思 わ れ 、 今 後 の 在 り 方 が 注 目 さ れ る 。  
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図 表 ３  日 本 に お け る 通 信 分 野 に お け る 制 度 改 革 の 主 な 変 遷  

年 月  参 入 規 制  料 金 規 制 等  接 続 規 制 等  

電 気 通 信 事 業 法 施 行 ・ 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 （ NT T） 設 立  1 9 8 5 年 ４ 月  

○ 参 入 許 可 制  ○ 料 金・契 約 約 款 の 認 可 制 ○ 接 続 協 定 認 可 制  
（ 事 業 者 間 協 議 を 前 提 ）  

1 9 9 7 年 1 1
月  

○ 参 入 許 可 基 準 の
う ち 需 給 調 整 条
項 の 撤 廃  

○ 接 続 の 義 務 化  
○ 指 定 電 気 通 信 設 備 制 度（ 固 定 系 ）

の 導 入  

1 9 9 8 年 1 1
月  

○ 料 金 認 可 制 か ら 原 則 事
前 届 出 制 に 移 行  

○ N T T の 電 話 等 へ の プ ラ
イ ス キ ャ ッ プ 規 制 の 導
入  

 

1 9 9 9 年 ７ 月  N T T 再 編 （ 持 株 会 社 、 東 西 地 域 会 社 、 長 距 離 通 信 会 社 ）  
2 0 0 0 年 度  ○ 長 期 増 分 費 用 方 式 の 導 入  

○ 加 入 者 回 線 の ア ン バ ン ド ル 化  
○ コ ロ ケ ー シ ョ ン ル ー ル の 整 備  

2 0 0 1 年 1 1
月  

○ 契 約 約 款 認 可 制 か ら 事
前 届 出 に 移 行  

○ 第 二 種 指 定 設 備 （ 移 動 系 ） の 導
入  

○ 市 場 支 配 力 を 有 す る 事 業 者 に 対
す る 行 為 規 制 の 導 入  

○ 接 続 協 定 認 可 制 か ら 届 出 制 に 移
行  

2 0 0 4 年 ４ 月  ○ 参 入 許 可 制 か ら
登 録・届 出 制 に 移
行  

○ 料 金・契 約 約 款 届 出 制 の
原 則 廃 止（ 基 礎 的 電 気 通
信 役 務 等 は 除 く 。）  

○ 接 続 協 定 届 出 制 の 廃 止  
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図 表 ４  携 帯 電 話 市 場 に お け る 主 要 各 社 の シ ェ ア

 

図 表 ２  ブ ロ ー ド バ ン ド 契 約 数 の 推 移  
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